
   戸田市外部評価委員会の公募委員募集要領 

 

１ 趣  旨  戸田市外部評価委員会の公募委員（以下「公募委員」という。）の募集及び決定につ

いて、必要な事項を定める。  

 

２ 活動内容  市が実施した行政評価の結果について、市民等の第三者の視点から、再評価し、評価

の客観性及び透明性を高めることを目的とする。 

 

３ 任期(予定)  委嘱日（令和８年４月予定）から令和１０年３月３１日まで 

 

４ 募集人数  ２人 

 

５ 応募資格  応募資格は、次のとおりとする。 

(1) 令和８年２月１日現在、満１８歳以上の市内在住・在勤・在学者 

(2) Ｗｅｂ会議への参加が可能なこと 

 

６ 提出書類  応募に際して、「戸田市外部評価委員会公募委員申込書」（別紙）を提出する。 

 

７ 周知方法  周知方法及び提出書類の配布は、次のとおりとする。 

(1) 市の広報紙にて周知 

(2) 市のホームページ（ダウンロードによる） 

(3) 共創企画課にて募集要領・申込書を配布 

 

８ 応募方法  応募者は、「戸田市外部評価委員会公募委員申込書」を次のいずれかの方法により提

出する。 

(1) 郵 送  〒３３５－８５８８戸田市企画財政部共創企画課（住所不要） 

(2) ＦＡＸ  ０４８‐４３２－８５２１ 

(3) E-mail  kikaku@city.toda.saitama.jp 

 

９ 募集期間  令和８年２月１日（日）から令和８年２月２０日（金）まで 

※郵送による送付の場合は、必着とする。 

 

10 選考方法  「戸田市外部評価委員会の公募委員応募資格等に関する基準」による資格審査の後、

応募動機等を参考に書類選考の上、必要に応じて面接（令和８年３月実施予定）によ

り決定する。 

 

11 選考結果  応募者全員に対して郵送により通知する。  

 

12 報 酬 等  戸田市特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支給 

する。 

 

13 そ の 他  戸田市外部評価委員会は、学識経験者、市内企業経営者、市民又は市民活動団体関係

者等の７人以内の委員で構成する。 

また、会議は平日の昼間開催を予定（年８回程度） 

 

14 問い合わせ 戸田市 企画財政部 共創企画課 行政改革・計画推進担当 

電話：０４８‐４４１－１８００（内線４１３）  

FAX：０４８‐４３２－８５２１ 

E-mail：kikaku@city.toda.saitama.jp 


